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第２章 子どもと家庭を取り巻く環境          

 

第１節 人口構成の状況 

 

１ 人口の推移と少子化の動向 

 

 富良野市の人口は、昭和 40 年の 36,627 人をピークに年々減少し、平成２０年 4

月１日現在の住民基本台帳による総人口は、24,560 人となっています。このうち、15

歳未満の児童人口は 3,354 人で、総人口の 13.6%となっています。 

  また、15 歳以上 64 歳以下の人口は 14,924 人で 60.8%、65 歳以上の人口は

6,282 人で 25.6%となっています。 

  総人口に占める 15 歳未満の児童人口の割合は、昭和 60 年から平成 20 年までの

23 年間で 7 ポイント減少しています。一方で、65 歳以上の人口の割合は、13.7 ポ

イント増加しており、少子高齢化が進んでいます。 

  さらに、世帯数と１世帯当りの人数は横ばいに推移していますが、核家族化はなお進

行しています。 

              

                   人口・世帯数の推移（富良野市）      （単位：人）    
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年齢構成別人口の推移（富良野市）         （単位：人） 

     

年齢構成別人口の推移【北海道】          （単位：人） 

  

年齢構成別人口の推移（全国）          （単位：人） 
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２ 出生の動向 

 

  本市の出生数は、平成 11 年までは 260 人前後で推移してきましたが、平成 12 年

以降は微減傾向です。平成１４年以降は増減を繰り返しながら 200 人を切り、平成１

９年度には 184 人まで減少しています。 

  また、本市の出生率及び合計特殊出生率は、全国、全道より高いものの、人口を長期

的に維持するためには、合計特殊出生率が 2.08 であることが必要とされていることか

らも、少子化の進行が進んでいます。 

  さらに、低体重児の出生が平成９年には、出生数の 1 割を超えるまでに増加しました。

平成１１年以降は増減を繰り返し、平成１９年にはまた増加しています。 

 

出生数の推移（富良野市）                 （単位：人） 

 

 

 出生率の推移 （単位：人） 

 

 ※出生率とは、ある年に生まれた出生数をその年の人口で割ったものを 1000 倍した人数。 

 

 合計特殊出生率の推移 （単位：人） 

 

※合計特殊出生率とは、一人の女子が、その年次の年齢別出生率において、一生の間に子どもを生むとした場合

の平均の子ども数。 

 

低体重児(2,500ｇ未満)出生数・出生率の推移（富良野市）  （単位：人） 

 

    ※低体重児出生率は、ある年に生まれた低体重児出生数をその年の出生数で割ったものを 1,000 倍して算出。 
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３ 産業・雇用の状況 

 

平成１７年の産業別人口は、第１次産業 22.1%、第２次産業 13.1%、第３次産業

64.2%であり、第３次産業就労者が最も多くなっています。 

  また、産業別就労者の比較では、第１次・２次産業就労者が減少し、第 3 次産業就労

者が増加しています。 

 

 産業別就業者数の推移 

 

資料：国勢調査  
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第２節 子育ての状況 

 

１ 保育所の状況 

 

  平成２１年度における保育所は、公立の認可保育所が 2 ヶ所、へき地保育所３ヶ所、

私立認可外保育所６ヶ所が開設されています。 

 

 公立・私立保育所の設置状況 

 平 成 ２ １ 年 ９ 月 1 日 現 在  

 

資料：こども未来課 

 

 

 年度別入所児童数の推移           （単位：人） 

 

資料：こども未来課 
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２ 幼稚園の状況 

 

 幼稚園は４園あり、すべて私立で運営されています。 

  幼稚園の定員の総数は 525 人で、入園児童数は各年度ともに定員を満たしていない

状況にあります。 

 

 幼稚園の概要          平成２１年４月１日現在 

 

 資料：こども未来課 

 

 幼稚園の入園状況           （単位：人） 

 

※各年５月 1 日現在 資料：学校基本調査 

３ 小学校の状況 

 

小学校９校、中学校７校の学校が設置されています。在籍する小学校児童は、この４

年間で 1,500 人から 1,426 人と年々減少しています。 

 

小学校児童数の推移            各年５月１日現在      （単位：人） 

 
資料：学校基本調査 
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４ 児童厚生施設の状況 

 

  児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的と

して児童館２館・児童センター３館を設置しています。 

各館に児童厚生員を配置し指導を行っており、さらに児童センターでは児童の体力増

進を図るために体力増進指導員による指導も行っています。 

  開館時間は、月曜日から金曜日までは午後１時～午後５時、土曜日・学校長期休業日

（夏・冬・春休み）は午前１０時～午後５時までとなっています。 

 

 

 児童厚生施設の概況、利用人数の推移 

 

 

 
 

資料：こども未来課 
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５ 学童保育センターの状況 

 

就労等により昼間保護者のいない家庭の小学校１年生から３年生までを対象に学童保

育センターを開設しています。 

  開館時間は、月曜日から金曜日は学校終了後から午後６時まで、学校休業日（土曜日、

学校長期休業日、臨時休校等）は午前９時から午後６時までとなっています。 

  また、平成 20 年度から学童保育センターの利用料を有料化しています。 

  

 学童保育センターの概況、利用人数 

     

資料：こども未来課 

 

 

 学童保育センターの利用料（H２０～） 

     
資料：こども未来課 
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６ 幼児クラブの状況 

 

保育所や幼稚園に通園していない、主に０歳から２歳までの児とその保護者を対象に、

育児に対する不安やストレスの解消、同年齢児と母親との交流を図ることを目的とした

自主的なサークルです。現在、北の峰・麻町・桂木・山部・東山の５クラブで、週１回

の午前中２時間程度、親子が一緒になって遊んだり育児についたり情報交換をしていま

す。 

 

７ 子育て支援センターの状況 

 

育児で困っていることや心配なことを相談したり、同年齢の子どもと遊ばせたり一緒

に子育てする仲間が欲しい等の方のために、気軽に集まって育児の相談や情報交換ので

きる場として平成 15 年４月より「子育て支援センター」を、保健センター内で開設し

ています。 

 

   ○子育て支援センターの主な事業 

    ・子育て相談～電話、来所、メール、広場、サロン、クラブでの相談 

    ・ふれあい広場～保護者の方と同伴で、火・水・金曜日の登録した曜日に 

親子で参加 

    ・ひよっこサロン～月曜日の午前中で保護者の方と同伴で自由参加 

・子育てサロン～月・水曜日午後から保護者の方と同伴で自由参加 

・ふらのっこクラブ～第１・３木曜日の午前中でスポーツセンターにおいて保護

者の方と同伴で自由参加 

    ・幼児クラブ支援～月一回、山部・東山幼児クラブに子育てサークル支援 

    ・子育て講座～親子で楽しめる体験講座 

    ・子育て情報の提供～育児情報提供や絵本の貸し出し 

・子育てガイドブック、ガイドマップの作成～市内の子育てに関する情報を１冊

にまとめて作成、配布    

 

子育て支援センターの利用状況 

 

 

資料：こども未来課 
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８ 子育て支援短期利用事業の状況 

 

  児童を養育している家庭の保護者が、疾病等の社会的事由や仕事の事由等によって、

家庭における児童の養育が一時的に困難になった場合等に、児童養護施設において、原

則７日以内の養育事業で児童養護施設「富良野国の子寮」に委託し事業に取り組んでい

ます。 

 

 

子育て支援短期利用 

           

資料：こども未来課 
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９ 早期療育事業の状況 

 

心身の発達に遅れや心配のある子どもに対して、相談や個別的、集団的な療育を行い、

その発達をすすめるための援助をし、保護者の方々の子育てに対する支援をする施設と

して平成 3 年度より「富良野市母子通園センター」(通称 なかよし教室）を開設して

います。 

  富良野市、南富良野町、占冠村が第１次療育圏として道より指定を受け、３市町村の

住民が利用しています。 

平成１５年４月からは、児童デイサービス施設として支援費の事業所認可を受け実施

していますが、指導・支援内容は従来からの事業を継続して実施しています。 

  なお、平成 17 年 4 月より「富良野市母子通園センター」の名称を「富良野市こども

通園センター」に変更いたしました。 

 

 年度別利用状況 

     
※H21 年度は 1 月現在                        資料：こども未来課 

 

 歳児別利用状況 (単位：人) 

   

 資料：こども未来課 
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10 家庭児童相談室 

 

家庭における人間関係の健全化及び子育ての適正化等、児童福祉の向上を図るために

家庭児童相談室を開設しています。 

家庭児童相談員１名を配置し、児童虐待や子どもに対するしつけ、親子関係、不登校

などについての相談業務を行い、必要に応じて児童相談所、関係機関などとの連携を図

っています。 

 

 家庭児童相談室の相談状況 (単位：件) 

 

 資料：こども未来課 

 

 

11 母子世帯の相談状況 

 

母子自立支援員１名を配置し、母子寡婦家庭に対し暮らしや子どものことなど日常生

活全般に関わる悩みや母子寡婦福祉資金の貸付についての相談業務を行うなど、母子及

び寡婦家庭の福祉の増進に努めています。 

 

 母子自立支援員相談状況 (単位：件) 

 

資料：こども未来課 
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12 母子家庭等奉仕員派遣事業の状況 

 

母子家庭等が自立促進に必要な事由や疾病等の社会的な事由、若しくは生活環境の激

変による日常生活への支障等により一時的に介護、保育等のサービスが必要な世帯に対

し、奉仕員を派遣し、母子家庭等の福祉を図るため、平成１４年度より「富良野市白菊

会」に派遣事業を委託しています。 

 

 母子家庭等奉仕員派遣事業の利用状況 

         

資料：こども未来課 

 

1３ 青少年団体の状況 

 

地域社会において子どもの活動は、家庭や学校とは異なる集団であり、異年齢児によ

る活動、交流など青少年の健全育成に重要な役割を担っています。 

子ども会４０団体、ボーイスカウト１団体、スポーツ少年団２７団体が活動をしてい

ます。   

 

 青少年教育団体の状況        (単位：件・人) 

 

 

 

平成２１年 9 月 1 日現在         資料：社会教育課、スポーツ課 

 

 子ども会加入の状況 (単位：人・％) 

   

平成２１年 9 月 1 日現在                   資料：社会教育課 



 

第２章 子どもと家庭を取り巻く環境                           

 - 18 - 

1４ 民生児童委員の状況 

 

富良野市民生・児童委員は、富良野地区 40 名、山部地区 6 名、東山地区 4 名の計

50 名で、市民の様々な分野の相談に応じています。主任児童委員は、富良野地区・山

部地区・東山地区に各１名が配置されており、主に児童の非行、養護、健全育成の相談、

指導を行っています。 

 

 

 

 

15 公園・緑地の状況 

 

公園や緑地は、市民に憩いとふれあいの場を提供し、安全な遊び場としての機能を有

するとともに、快適な環境づくりや災害時の避難場所としての役割も担う都市施設です。 

  都市公園は、朝日ヶ丘総合公園など６８箇所、その他公園は、山部自然公園太陽の里

など１３箇所で総面積７２．３ha となっています。 

 

 公園・緑地の状況     (単位：箇所・ｈａ) 

         

平成２１年 12 月 31 日現在      資料：都市建築課 
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第３節 母子保健事業の状況 

 

１ 健康診査の状況 

 

１）妊婦健康診査 

妊婦健康診査については、平成 19 年度までは、妊婦前期・後期各 1 回、道内医療

機関に委託して妊婦一般健康診査を実施していました。出産予定日に満３５歳以上に

なる妊婦には、超音波健康診査も実施していました。（平成 19 年度まで） 

平成20年度からは妊婦健康診査を年5回実施し、超音波の検査はなくなりました。 

母子手帳交付数の減少に伴い、妊婦健康診査の受診数も減少しています。 

 

         妊婦健康診査受診数の推移    (単位：人) 

 

 

資料：保健医療課 

 ２）乳幼児健康診査 

乳幼児の疾病の早期発見、早期治療、発育の向上を図るために発達段階に合わせた

健康診査(４ヵ月、７ヵ月、１歳６ヵ月、３歳児健診)を実施しており、受診率は概ね

９５％前後で推移しています。 

 

 乳幼児健康診査の実施状況 (単位：人)  

  

資料：保健医療課 
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２ 健康相談の状況 

 

１）母性健康相談 

母子手帳交付時の保健指導や妊娠・出産に関する相談を実施しています。母子手帳

交付時の保健指導は年々減少しています。 

 

母性健康相談の実施状況            (単位：件) 

 

資料：保健医療課 

 

 

 ２）乳幼児健康相談 

健康診査等により経過観察の必要な乳幼児や育児不安を持つ母親に対して、乳幼児

健康相談を実施しています。1 歳・2 歳になった児に対する健康相談も実施していま

す。相談件数は来所相談が４００件前後で推移していますが、電話相談は平成 17 年

をピークに 100 件台と半減しています。 

   

 乳幼児健康相談の実施状況 （単位：件） 

     

資料：保健医療課 
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３ 訪問指導の状況 

 

福祉、医療等の関係機関と連携を図りながら、新生児（第１子のみ）・未熟児、産婦、

乳幼児健診未受診児・経過観察児などに対して家庭訪問指導を実施しています。 

 

 訪問指導の実施状況 （単位：件） 

    

資料：保健医療課 

 

 

４ 育児支援教室の状況 

 

  初めて育児をする母親に対して平成１２年度から「新米ママの交流会」を実施し、対

象者数は 100 人前後となっています。 

また、１歳６ヵ月児健診で育児に悩みを持つ親子や育児支援が必要と思われる親子に

対して、平成１０年度から「あそびの教室」を実施し増加傾向にあります。 

  

新米ママの交流会の実施状況         （単位：組）  

     

資料：保健医療課 

 

 

あそびの教室の実施状況 

     

資料：保健医療課 
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第４節 各種手当・助成制度の状況 

 

１ 助産施設利用状況 

 

妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的な理由等で入院して出産するこ

とができないときは、市が指定した医療法人北海道社会事業協会富良野病院で助産を受

けることができます。 

 

 助産施設利用状況 

        

 資料：こども未来課 

 

 

２ 乳幼児医療助成の状況 

 

乳幼児医療給付制度により、乳幼児の医療費について、保護者からの申請により医療

証が交付され、平成１６年１０月から 6 歳の就学前まで通院と６歳に達する月の末日ま

では入院に係る健康保険給付を受けた後の自己負担分が助成されるようになりました。

一方、３歳以上の子どもを持つ課税世帯は一割自己負担となっています。 

さらに、平成 20 年 10 月から小学生の入院も助成対象となりましたが、課税世帯で

は一割自己負担となっています。 

 

 乳幼児医療助成状況 

       

 資料：市民課 
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３ 児童手当制度の状況 

 

児童が小学校を修了するまで、養育者に、家庭における生活の安定と子どもの健全な

育成を目的として支給される手当です。 

支給額は、児童２人目までが月額 5,000 円、３人目以降は月額 10,000 円です。 

平成 19 年 4 月から、3 歳未満一律月額 10,000 円。3 歳以上二人目まで 5,000 円 

三人目以降 10,000 円になりました。 

また、平成 22 年度からは名称が「子ども手当制度」に変更される予定です。 

 

 

 児童手当支給状況 

      

 資料：市民課 

 

 

 

 

４ 児童扶養手当制度の状況 

 

父母の離婚等により、父と生計を同じくしていない子どもを育てている母、又は養育

者に支給される手当です。手当を受けることができるのは、１８歳に達する日以降の最

初の３月３１日までの間にある、又は２０歳未満で一定の障がいを有している児童を養

育している場合に限られます。 

  支給額は、所得額により全部支給と一部支給に分かれ、対象児童１人につき月額で全

部支給の場合は 41,720 円、一部支給の場合は 41,710 円から 9,850 円です。児童

が２人の場合は 5,000 円の加算、3 人目以降はさらに 3,000 円ずつ加算されます。 

 

 児童扶養手当受給状況 

        

 資料：こども未来課 
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５ 特別児童扶養手当制度の状況 

 

精神又は身体に一定程度の障がいを持つ２０歳未満の子どもの養育者に支給される手

当です。ただし、子どもが施設に入所している場合や障がいを支給事由とする公的年金

を受給できる場合には支給されません。 

支給額は、対象児童１人につき月額で１級 50,750 円、２級 33,800 円で、対象児

童の等級に応じて支給されます。 

 

 特別児童扶養手当受給状況 

        

 資料：福祉課 

 

 

 

 

６ 障がい児福祉手当制度の状況 

 

日常生活において常時介護が必要とされる重度障がい児本人に支給される手当です。

ただし、障がいを事由とする年金等を受けたとき、又は肢体不自由施設等に入所してい

るときには支給されません。支給額は、対象児童１人につき月額 14,３80 円です。 

 

 障がい児福祉手当受給状況 

        

資料：福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


